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　議事日程
　　午後 1 時 58 分開議
日程第１　会期決定の件
日程第２　議案第１号ほか２件上程
　
　会議に付した案件
　１　開会宣言
　１　会議録署名議員の指名
　１　諸般の報告
　１　日程第１
　１　広域連合長の発言
　１　日程第２

出席議員（20人）
　　議　長　21番　　松　永　征　明　君
　　副議長　９番　　中　田　　　磨　君
　　　　　　１番　　吉　田　保　博　君
　　　　　　３番　　髙　橋　正　秀　君
　　　　　　４番　　高　砂　弥　生　君
　　　　　　５番　　立　石　　　巧　君
　　　　　　６番　　山　吉　公　徳　君
　　　　　　７番　　音喜多　政　東　君
　　　　　　８番　　桂　川　　　実　君
　　　　　　10番　　川　村　真　一　君
　　　　　　11番　　山　口　光　信　君
　　　　　　12番　　三　木　　　均　君
　　　　　　13番　　森　　　　　豊　君
　　　　　　14番　　松　原　慶　子　君
　　　　　　15番　　大　越　拓　也　君
　　　　　　16番　　草　島　守　之　君
　　　　　　17番　　秋　田　慎　一　君
　　　　　　18番　　梅　津　則　行　君
　　　　　　19番　　板　谷　昌　慶　君
　　　　　　20番　　松　尾　和　仁　君
欠席議員（１人）
　　　　　　２番　　及　川　滿　浩　君

本会議場に出席した者

広 域 連 合 長　　蝦　名　大　也　君
副 広 域 連 合 長　　小　松　　　茂　君
副 広 域 連 合 長　　大　石　正　行　君
副 広 域 連 合 長　　德　永　哲　雄　君
副 広 域 連 合 長　　若　狹　　　靖　君
事 務 管 理 者　　伴　　　　　篤　君
監 査 委 員　　田　中　敏　也　君
事 務 局 長　　叶　田　洋　一　君
事 務 局 副 主 幹　　木　村　淳　一　君

議会事務局職員
議 会 事 務 局 長　　若　生　貴　仁　君
議 事 課 長　　久万田　文　代　君
議 事 課 長 補 佐　　山　本　晃　嗣　君

令和３年第１回２月定例会

釧 路 広 域 連 合 議 会 会 議 録　　第　　1　　日

令和３年２月22日（月曜日）

　午後１時58分
　開会宣告
○議長松永征明君　　　皆さんご苦労さまです。
　出席議員が定足数に達しておりますので、令和３年
第１回釧路広域連合議会２月定例会は成立いたしまし
た。
　よって、これより開会いたします。直ちに会議を開
きます。
　
　会議録署名議員の指名
○議長松永征明君　　　会議録署名議員の指名を行い
ます。
　今定例会の会議録署名議員は、会議規則第96条の規
定により、
　７番　音喜多　政　東　議員
　13番　森　　　　　豊　議員
を指名いたします。
　
　諸般の報告
○議長松永征明君　　　事務局長に諸般の報告をさせ
ます。
○議会事務局長若生貴仁君　　　報告をいたします。
　ただいまの出席議員は、20人であります。
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　なお、及川満浩議員より体調不良の為、欠席する旨
の届出がありました。今議会に連合長から提出された
議案は議案第１号から第３号までであります。
　次に監査委員から地方自治法第199条第９項の規定
に基づき、監査報告書の提出がありました。また、同
法第235条の２、第３項の規定に基づき、例月現金出
納検査報告書の提出がありました。
　次に本日の議事日程は日程第１、会期決定の件、日
程第２、議案第１号から第３号までであります。
　以上で報告を終わります。
　
　日程第１　会期決定の件
○議長松永征明君　　　日程第１、会期決定の件を議
題といたします。
　お諮りいたします。
　今会期は、本日１日間といたしたいと思います。こ
れにご異議ございませんか。
　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長松永征明君　　　ご異議なしと認めます。
　よって、会期は本日１日間と決しました。
　
○議長松永征明君　　　この際、連合長から発言を求
められておりますので、これを許します。
　連合長。
　
　広域連合長の発言
○広域連合長蝦名大也君（登壇）　　　ご苦労様でご
ざいます。発言のお許しをいただきましたので一言ご
挨拶を申し上げます。
　議員の皆様におかれましては時節柄ご多用の折、本
日ここにお集まりをいただき、令和３年第１回釧路広
域連合議会２月定例会、開催できましたことに心から
感謝と御礼を申し上げます。
　当清掃工場、平成18年４月の供用開始以来、構成市
町村の円滑な連絡調整のもとに安定した稼働を続けて
いるところであります。令和３年度は稼働から16年が
経過いたしまして施設をできる限り長く利用するため
今年度に引き続き基幹的設備改良工事を進めてまいり
ます。また工場の運営、維持管理にかかる現在の長期
包括業務委託につきましては、今年度末で契約期間満
了となり、令和３年度からは第Ⅱ期の15年間の長期包
括業務委託に移行いたします。今後も構成市町村の皆
様と連携を図りながら進めてまいりたいと存じます。
　ここで令和２年度12月末現在におきます処理状況に
つきましてご報告させていただきます。ごみ搬入量に
つきましては昨年同期と比べまして216.05トン、率に
いたしまて0.45％減少しておりまして、２つの炉を計
画的に運用することにより、効率的に焼却処理を行っ
ております。資源循環の取り組み状況については、当
工場で使用する電力のほとんどを自家発電で賄った上

で、余剰電力の売電を行っておりこれで令和２年12月
末現在でありますけど、１億3,575万円の収入をあげ
ているというものであります。
　経過等については、以上でございます。この後議案
といたしまして令和３年度一般会計予算について、そ
して釧路広域連合広域計画変更に関する件、そして運
営・維持管理事業（第Ⅱ期）業務委託契約の締結に関
する件、この３件につきましてご審議いただくことに
なっておりますので、よろしくお願いを申し上げま
す。最後に当広域連合の業務執行にあたりましては引
き続き安全で安定した稼働を基本としつつ、構成市町
村の負担金の抑制に繋がりますよう、なお一層の効率
的で経済的な運営を心がけ、最善の努力をしてまいる
所存でございます。今後とも議員各位並びに関係住
民、各町村長の皆様方の更なるご理解とご協力をお願
い申し上げまして、開会にあたってのご挨拶とさせて
いただきます。以上です。
　
　日程第２　議案第１号ほか２件上程
○議長松永征明君　　　日程第２、議案第１号から第
３号までは一括議題といたしたいと思います。提案理
由の説明を求めます。
　伴事務管理者。
　
　提案説明
○事務管理者伴篤君（登壇）　　　ただいま議題に供
されました各案件につきまして提案の理由をご説明申
し上げます。
　はじめに議案第１号、令和３年度釧路広域連合一般
会計予算についてご説明申し上げます。
　清掃工場の本格稼働から16年次目にあたります令和
３年度の釧路広域連合一般会計予算の総額は歳入歳出
それぞれ前年度対比５億4,428万6千円増の30億9,764万
2千円となっております。まず歳出の主な内容につき
ましてご説明申し上げます。
　第１款議会費につきましては前年度対比15万7千円
減の85万円を計上いたしました。第２款総務費につき
ましては前年度対比291万3千円増の5,954万2千円を計
上いたしました。次に第３款衛生費につきましては、
清掃工場の基幹的設備改良工事が２年目となりまし
て、前年度対比６億6,824万7千円増の30億3,463万7千
円を計上いたしました。第４款公債費につきましては
建設時に借入れた起債の償還が進み、本年度が最終年
度となり前年度対比１億2,671万7千円減の231万3千円
を計上いたしました。第５款予備費につきましては前
年度同額の30万円を計上いたしました。
　次に歳入の主な内容につきましてご説明申し上げま
す。
　第１款負担金につきましては広域連合構成市町村か
らの負担金で、基幹的設備改良工事の負担増に伴い、
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前年度対比４億1,904万9千円増の24億1,790万7千円を
計上いたしました。第２款使用料及び手数料につきま
しては事業系可燃ごみの直接搬入量の減を見込み、前
年度対比1,019万1千円減の１億7,706万5千円を計上い
たしました。第３款国庫支出金につきましては基幹的
設備改良工事に係る循環型社会形成推進交付金として
前年度対比１億3,763万8千円増の４億258万円を計上
いたしました。第４款繰越金につきましては前年度と
同額としております。第５款諸収入につきましては資
源物売払収入や売電収入などの減で、前年度対比221
万円減の１億8万9千円を計上いたしました。以上をも
ちまして令和３年度釧路広域連合一般会計の説明を終
わります。
　次に議案第２号釧路広域連合広域計画変更に関する
件についてであります。
　広域行政の円滑な推進を図ることを目的に作成して
おります現計画を第Ⅰ期長期包括業務委託契約期間満
了に伴う契約期間の変更と総合的かつ計画的に事務処
理するため、所要の変更を行うものであります。
　次に議案第３号、運営・維持管理事業第Ⅱ期業務委
託契約の締結に関する件についであります。第Ⅱ期の
釧路広域連合ごみ焼却施設運営維持管理事業業務委託
契約に関し、釧路広域連合議会の議決を得たく本案を
提出するものでございます。以上をもちまして各案件
に対する説明を終わります。よろしくご審議のうえ、
原案どおりご承認くださいますようお願い申し上げま
す。
　
　質疑・一般質問
○議長松永征明君　　　これより質疑並びに一般質問
を行います。通告順に発言を許します。
　はじめに18番梅津則行議員の発言を許します。
○18番梅津則行君（登壇）　　　それでは、通告に
そって質問をさせていただきます。最初に議案第１号
一般会計予算についてお伺いをしたいと思います。
　昨年令和２年度の実績ごみ量割の見込みにおいて釧
路市は80.57％対前年度比2.9％減として鶴居村と厚岸
町においては、前年度比増として予算化をしました。
さて、結果はどうであったのか、現時点での数字でお
示しいただきたいと思います。また、令和２年度実績
ごみ量が実際はどうであったのか、前年度より減って
いるのか増えているのかも数字でお示しいただきたい
と思います。その上で今回提案されている一般会計予
算における令和３年度実績ごみ量はどれくらいを見込
んでいるのか、大事なことはその実績ごみ量を今後減
らす方向で検討しているのかどうか、検討しているの
であれば今後15年間における減らす量とその施策をお
答えいただきたいと思います。
　焼却率についてもお聞きいたします。釧路市におい
ては令和元年度ごみ総搬出量68,857トン、焼却ごみ量

47,631トンで、焼却率は約70％と申し上げてもよろし
いかと思います。それでは釧路市以外の構成市町村に
おける焼却率をお示しいただきたいと思います。
　次に議案第３号運営・維持管理事業業務委託契約の
締結に関する件についてお伺いいたします。最初に用
役費の算出方法、今回は処理単価を設定して発熱量に
かかわらず、処理トン単価×処理量で算出する方法が
提案をされています。それに関して２点お聞きしたい
と思います。
　１点目は今後ごみ量を減らしていった場合に、この
処理トン単価は引き下げることになるのかどうか。ご
み量が増えようが減ろうがまったく変わらない単価と
して進めていくのかどうか、その点をあきらかにして
下さい。
　２つ目には処理量を減らすと構成市町村の負担金は
どれくらい減るのか。それぞれの市町村においては
様々な施策を実際に行って出来るだけごみを排出しな
いような工夫がされているものと思います。それぞれ
の市町村において今後、どのような施策を検討してい
るのかお聞かせをしていただきたいと思います。この
点は先ほどの質問と重複するかと思いますが明解にお
答えをいただきたいと思います。
　次に、釧路広域連合地球温暖化対策実行計画第１期
に関連してお聞きします。平成30年３月に提出をされ
ていますこの計画、その中身から一つひとつお聞きし
ます。
　まず１つ目は目標達成に向けた取り組みにおいては
構成自治体における３Ｒの推進状況と結果としてごみ
焼却量の削減を進めると記載をしてあります。どの程
度進んでいるのでしょうか。数字で明らかにして下さ
い。
　２つ目はこのようにも書かれています。2022年度
のごみ処理量が基準年度2013年度に比べて約15％削
減するという将来予測を立てております。実際はど
うだったんでしょうか。例えば、2013年度は処理人口
218,489人、ごみ焼却量は64,137トンと示し、その上で
2022年度は処理人口195,238人、ごみ焼却量は54,596ト
ンと示しています。2022年度は来年度であります。ど
こまで到達をされているのか、お示しいただきたいと
思います。
　３つ目には温室効果ガス総排出量の目標についてお
伺いをします。2013年度の実績排出量32,823トン−CO2

これを基準として、2022年度は27,690トン−CO2削減率
15.6％としております。この目標もどこまで進んでい
るものか、当広域連合清掃工場においては二酸化炭素
の排出量を31,735.478㎏−CO2から26,765.428㎏−CO2と
15.7％の排出削減を目標にしていますが結果どうだっ
たのかお示しください。
　３つ目には期待される目標水準による活動量の推計
についてお伺いします。具体的には灯油の使用量につ
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いてであります。焼却プラントの効率的運転で2022年
度までには３％以上の削減に努めますとしておりま
す。現時点で３％以上削減しているのではないかなと
思っていますがお答えください。そして量としては
2013年度725,378リットルから2022年度は617,468リッ
トルと15％程削減としていますが違いは何なんでしょ
うか。お聞かせいただきたいと思います。
　最後に廃プラスチック類の焼却量についてお聞きを
します。この温暖化対策実行計画において、推計が示
されております。合成繊維などの廃プラ、乾いた状態
ですけども2013年度は2,372トン、それが2020年度に
は2,093トンとなる。プラごみなどの廃プラスチック
類は8,745トンから7,717トンへ、現状はこれだけ減っ
ているのかどうかお示しをいただきたいと思います。
以上で１回目の質問とします。
○議長松永征明君　　　理事者の答弁を求めます。
　連合長。　
○広域連合長蝦名大也君（登壇）　　　釧路市梅津則
行議員の質問にお答えします。私からはごみ処理単
価、並びにごみの減少についてお答えをさせていただ
きます。まず単価についてでございまして、これは契
約にあたって事業者と協議を行いまして直近３年間の
実績を基に、ごみ１トンを焼却処理するために必要な
灯油でございますとか、薬剤、こういったものの必要
量これを設定いたしまして、その調達に必要な費用を
まとめて処理トン単価として設定をしたものでござい
まして、これを基本的に15年間、固定して使用すると
いうものでございます。
　そして、ごみの処理量を減らす部分であります。正
に、単価×処理量でございますので、処理量が減って
くるとそれだけコストが下がってくるということに
なってきますので、これは構成市町村の負担金が削減
できるということに繋がってまいります。その処理量
を減らす施策は、これまでも構成市町村の中でしっか
り取り組んでいただいているものとこのように考えて
おります。私どもは、そういったなかでいろいろな情
報提供をしたり、またその啓発活動、こういったもの
を行っているところでございますが、基本はそれぞれ
の自治体のなかで取り組んでいただいていることと、
このように認識にしております。私からは以上であり
ます。
○議長松永征明君　　　事務局長。
○事務局長叶田洋一君（登壇）　　　それでは私から
梅津議員の１回目の質問に答弁をさせていただきま
す。
　まず１つ目です。直近の実績ごみ量割とごみ搬入量
についてでございます。令和２年度予算における各市
町村の実績ごみ量割の設定に対しまして、ご質問の鶴
居村につきましては予算時1.00％に対しまして1.06％
となっております。厚岸町は前年度の搬入がございま

せんでした。ごみ搬入量は令和２年12月までの数字で
ございますが、鶴居村の実績ごみ搬入量は517トンで
前年度より23トン増となっております。10月から搬入
開始しました厚岸町につきましては426トンの搬入実
績となってございます。
　次に令和３年度の実績ごみ量と減量についてでござ
います。令和３年度からスタートする第Ⅱ期の運営
維持管理長期包括業務委託においては、これまでの
５市町村分の61,686トンに厚岸町の2,410トンを加え、
64,096トンとしております。また、15年間の事業期間
には全体でごみ量が9,070トン減少することを見込ん
でおります。このため構成市町村には、ごみの排出抑
制に向けた様々な施策を実施するよう要請してまいり
ます。
　次に構成市町村の焼却率についてでございます。釧
路町の焼却率は73.78％、鶴居村は73.36％、白糠町は
64.83％、弟子屈町は72.64％、厚岸町は67.29％となっ
ています。
　次に温室効果ガス総排出量の削減状況についてでご
ざいます。本計画で用いましたごみ量の予測等につき
ましては、広域連合のごみ処理基本計画の数値を用い
たものでございまして、既に予測と実績に乖離が生じ
ております。このため、温暖化対策実行計画における
ごみ焼却量の予測値についても実績との間に乖離が生
じており、基準年の平成25年度に対して令和元年度の
ごみ焼却量は僅かな減少に留まっているところでござ
います。従いまして令和４年に予定しております計画
の中間見直しでは実態を踏まえて修正を行っていきた
いと考えているところでございます。
　次に温室効果ガス総排出量の削減についてでござい
ます。基準年の平成25年度における二酸化炭素総排出
量は32,823トンであり、令和元年度につきましては各
市町村における分別が進んだことにより、プラスチッ
クの混入割合が低下し、二酸化炭素総排出量は26,975
トンと17.8％の減少となっています。
　次に灯油使用量の削減状況と削減目標値の違いにつ
いてです。灯油使用量の15％削減目標につきましては
様々な要因で削減が進んでおらず、現時点で３％以上
の削減は達成出来ておりません。個別の削減対策とし
て効率的な運転により３％以上の削減を目指すことを
例示しておりますが、更に基幹的設備改良工事による
改造によって灯油使用量を削減できるものと考えてお
り、これらにより全体として15％の削減を目指すとし
たものであります。
　次に廃プラの削減状況でございます。廃プラの削減
量は各市町村の分別の取り組みにより合成繊維とプラ
スチックごみを合わせて令和元年度は基準年度よりも
約25％の削減となっております。私からは以上でござ
います。
○議長松永征明君　　　18番梅津則行議員。
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○18番梅津則行君（登壇）　　　最初に３Ｒの推進
状況ということについて触れていなかったように思う
んですが、この後にご答弁いただきたいというふうに
思います。実はその答弁をいただいたうえで次の２回
目の質問を準備しておりましたので、しっかりおさえ
て下さい。
　それでは１つ目、その３Ｒの推進状況はご答弁あり
ませんでしたけども、今後この３Ｒのリサイクル含め
て、釧路市の場合は４Ｒと表示をしております。そこ
で少しこのへんについて質問をしたいと思います。
　地球温暖化対策実行計画に関連してまずお聞きし
ます。東京都においてはゼロエミッション戦略を作
成して2030年度に向けて、一般廃棄物のリサイクル
率を37％としました。また環境省の日本の廃棄物処理
に2018年度においては人口10万人以上、50万人未満の
リサイクル率の上位は鎌倉市の52％をはじめ、上位10
市は全て30％を超えているリサイクル率となっていま
す。当広域連合においても19万何人ですから、一定そ
の数字が目安になるのではないかと私は考えます。因
みに構成市町村のそれぞれのリサイクル率も少々調べ
てみました。一番高い厚岸町におかれましては一般処
理廃棄物処理計画において令和11年度に40.3％のリサ
イクル率目標を設定して取り組むというふうになって
います。同時にごみ総排出量も30％削減するという計
画であります。しかし、釧路市においてはどうでしょ
うか。令和元年度19.87％となっておりますが、これ
が令和12年26.8％の目標設定であります。さて、３Ｒ
推進についてはそれぞれの自治体で鋭意知恵を集めな
がら実戦していただくことが慣用だと思います。その
上で、その３Ｒ推進を加速するために広域連合として
はどのようなお考えでどのような施策を考えようとし
ているのか、お聞かせをいただきたいと思います。こ
れがまず第１点目であります。
　２つ目には、2022年度のごみ処理量は15％削減する
という将来予測を立てております。先ほど答弁でも
あったと思います。そこで、これもそれぞれ構成市町
村における焼却処理量の推計を見てみたいと思いま
す。厚岸町においては減量化資源化推進における搬入
ごみ量はなんと42％削減とこのような計画を立ててお
ります。弟子屈町におかれましては燃やせるごみと美
留和処理場で回収した可燃物を広域連合へ搬出し焼却
処理しますとして、平成24年度比、平成35年度は21％
の削減として計画を立てております。釧路町におかれ
ましては焼却ごみ処理量の数字は出ておりませんでし
た。あくまでもごみの総排出量でみた場合であります
が、平成29年度比、平成40年度は20.87％の削減とし
て計画を立てています。それに対して釧路市はいかが
でしょうか。今回の一般廃棄物処理計画の素案におか
れましては令和元年度68,857トンの総排出量を令和12
年度62,597トンと10パーセント減ということになって

おります。私は釧路市において更なる努力を広域連合
として求めるべきではないかと考えますが答弁を求め
ます。
　３つ目にそもそもこの目標設定にも私は疑問が残り
ます。広域連合としての認識をお伺いします。どうい
う疑問かと申し上げますと、実は釧路市においては平
成23年度に一般廃棄物処理計画において平成30年度に
は61,282トンの目標で取り組んできました。ところが
東日本大震災などもあり、結果として平成30年度は
69,562トンの総排出量に留まり残念ながら目標到達に
は至たっておりません。しかしその当時の目標でも総
排出量をマイナス14％として想定しています。ところ
が今回、釧路市の計画はマイナス10％の想定でありま
す。何故か10年以上前に策定した目標の数字よりも低
い目標が今回示されている、これが疑問であります。
今の国の流れのなかで、ごみの総排出量どう減らして
いくかといった時に、前に立てた目標よりも更に高い
目標で臨むという、そのことに関して広域連合として
きちんと意見を申すなり、色々話し合いするなりすべ
きだと私は考えますが、ご答弁を求めたいと思いま
す。
　次に廃プラの焼却量についてお伺いをいたします。
私は廃プラの焼却量を減らすことは広域連合としての
近々の課題だと考えます。まずその認識をお伺いをし
たいと思います。その理由はご存じの通りでございま
すが政府は2019年プラスチック資源循環戦略を策定し
て2025年度までにはプラスチック製容器包装製品のデ
ザインを分別が容易で再利用でき、リサイクル可能な
ものにすることを目指すとして政府が取り組む目標を
立てました。そして昨年の７月にはプラスチックごみ
を資源化する方針を固め、リサイクル率を向上させる
ために2022年度以降プラスチックごみの新しい区分を
設け、容器包装プラとその他のプラと一括回収して、
プラの資源化を促進すると述べております。そこでお
聞きしたいと思います。廃プラの焼却量を減らす為に
もプラの資源化に向けて構成市町村と共に情報交換、
共有、また広域連合として何が出来るかしっかり議論
すべきと考えますが見解を求めたいと思います。
　３点目です。リサイクル率向上と廃プラの焼却量を
減らすこと、これは先ほど近々の課題と述べました
が実は道内においては富良野市が一般廃棄物処理量
7,168トンに対して焼却量は506トンであります。焼却
率は約７％から８％であります。私は一つの参考にな
るものと考えます。もちろん分別方法それから分別の
種類が違います。また、構成市町村においても分別の
方法、種類が違います。いきなり７％目指せという暴
論を言うつもりはありません。しかし焼却率、これは
残念ながら構成市町村それぞれまだ60数％から70％台
であり、もっと下げる目標を広域連合として持つべき
だと考えます。見解を求めたいと思います。
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　さて、議案第３号に係ってご質問をいたします。先
ほどるる述べた通りでございまして処理単価を直近の
３年間の数字で出してそれを15年間でということで
す。よって、これから構成市町村が努力してどんどん
ごみを減らしていっても処理トン単価には反映しない
訳です。単価でなく、ただ量の部分で減ってくるとい
うこういう構図になっています。私は処理トン単価に
ついてもこの見直しの時に直近の３年だけじゃなくて
今後３年の数字、今後５年の数字、15年間ある訳です
から５年単位でこの処理単価も下がれば見直す方向を
しっかり契約の中身として打ち出すべきものと考えま
す。その点の連合としての答弁を求めて２回目の質問
といたします。
○議長松永征明君　　　理事者の答弁を求めます。
　連合長。　
○広域連合長蝦名大也君（登壇）　　　私から２点お
答えをさせていただきます。まず、計画のごみ量の削
減等々に向けての、それぞれの構成市町村に対しての
認識についての答弁をさせていただきたいと思いま
す。私どもの広域連合は、この清掃工場を安定的にそ
して効率的に稼働していくなかでごみの適正処理に取
り組んでいるものでございます。そして先ほどもご答
弁させていただいたとおり様々な情報を構成市町村と
共有していきながら行っていく、このように努めてい
るところであります。まさに一つひとつの自治体の取
り組みは、それぞれの自治体の中でしっかり議論され
て行われているものということでございますので、私
の方はそういった意味で先ほど局長からも削減に向け
ての要請という言葉を使わせていただいており、こう
いった形のなかで取り組んでいるところでございま
す。
　続きまして単価についてのご質問でございました。
先ほどもご答弁させていただきましたけど、単価とい
うのはどのような形かということであります。業務委
託料はベーシックな固定費プラスそこに対する灯油で
あるとか薬剤とかそういったものを設定し行っていく
ものでございまして、ごみ量が減ったということのな
かで単価に反映するものではない。つまり処理料とは
単価×処理量でございますので、そのような形になっ
ているものでございます。そういったなかで特別な事
として、ごみ質というのがそこに関わってくるかと思
います。ご案内の通りに今までの変動費という形のな
かで設定されておりましたので、逆に言うと、この用
役費にプラスの部分がかからなければ価格は安くな
る。しかしながらご案内の通りに、ここはどうしても
その分が常にプラスになってきたということでござい
ます。そういったなかで直近の３年間の実際的な費用
というものをしっかりとつかまえて、そのなかで処理
単価に反映させ安定的な形のなかで進めていき、ごみ
の削減というところに大きな力を入れていく、こう

いった形を構成市町村のなかで取り組んで進めてい
く、こういった考えでございます。私からは以上であ
ります。
○議長松永征明君　　　事務局長。
○事務局長叶田洋一君（登壇）　　梅津議員の２回目
の質問にお答えをさせていただきます。まず１点目で
ございます。ごみ焼却量に係る市の状況とその市に対
する連合の認識はどういうことかということでござい
ます。今ほど連合長からも答弁させていただきました
けれども、私どもとしては各構成市町村の皆さんと情
報共有しながら、どのような形で全体的に進めていく
べきかというような事を認識しながら、取り組んでい
きたいと思っているところでございます。
　２点目です。廃プラの課題ということでございま
す。廃プラにつきましては連合としては減らす方向で
進めているというのが現状でございます。先ほどご答
弁をさせていただきました温暖化対策実行計画におい
ても、CO２削減量において廃プラの減少が大きく貢
献しているという状況がございます。私どもとして
は、これを引き続き進めていく必要があると考えてお
り、これも構成市町村の皆さんと連携しながら、ある
いは国の動向等も踏まえて進めていきたいと思ってい
るところでございます。私からは以上でございます。
○議長松永征明君　　　18番梅津則行議員。
○18番梅津則行君（登壇）　　　私がこういう質問
をするのはなぜかと申しますと、今後15年間を見据え
てどうするかと考えた時、今の時代の流れも含めて排
出量、そして焼却率等々含めて大いに減らして行かな
ければならない。私の個人的な意見としては15年後に
そう大きな焼却炉を作る必要はない位までにごみを減
らしていく施策を進めていかなければならない。こう
いうふうに考えているところであります。だからと
言って今回の提案を全面的に賛成するものではありま
せん。はっきり反対をさせていただきます。が、しか
し、この場で議論しなければならないのはやはり15年
後どうするかということも頭に置かなければならな
い。今から手を打たなければならない。そうすると
今、自治体にとって、焼却中心から資源重視に大きく
切り替えなければならない、その流れが間違いなく今
ある訳です。そして先ほど、厚岸町さんの例をあげさ
せていただきましたが、バケツに生ごみを入れて回収
をしていくという方法をとっているのを始めて町の一
般廃棄物処理計画のなかを見させていただいて、そし
て生ごみに対しての助成件数も極めて多い件数であり
ました。私はそれぞれの市町村においてそういう努力
をされているものと思います。それを一つの形にきち
んと15年後にはこうして行こうということを今から
しっかり考える必要があるものと思っております。
　そこで最後の質問は提案であります。今後15年間
焼却ごみを大幅に減らす目標を決めろとは言いませ
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ん。目標の設定やその施策を検討をする、但し広域
連合ですから各自治体の施策まで縛るものではござい
ません。ただ、それぞれの自治体でどういう取り組み
をしているかを共有しつつ、また先ほど富良野市の例
をあげさせていただきました。広域連合の構成市町村
がまとまってそういう先進地に行って自分の自治体で
何が取り入れられるか見てくる。そういうものも私は
必要な事だと考えるものであります。基本的に今回の
一般会計予算と契約に関しては賛成できるものではあ
りませんが、今後の事を含めた時にそういう検討をす
る場、例えば仮称でありますが、ごみ減量広域連合構
成市町村検討会議みたいなものを立ち上げて15年後を
見据えるべきだと思います。それを二酸化炭素実質排
出ゼロに向けての施策とリンクさせること、それ位の
ちょっと大きめの方向をしっかり何年かかけて検討
し、お互いの認識の共有を図り、それぞれの自治体に
施策を進める、そういう事を提案したいと思います
が、最後この１点だけでございます。答弁を求めて質
問を終わります。
○議長松永征明君　　　理事者の答弁を求めます。
　連合長。　
○広域連合長蝦名大也君（登壇）　　　梅津議員のご
質問にお答えをいたします。
　まさに議員からもお話いただきましたように広域連
合、どのような形のなかで取り組んでいるか先ほども
ご答弁させていただきました。この清掃工場を安定か
つ効率的に稼働していきながら、そしてまたその負担
削減に向けてごみを削減していくということもありな
がら、構成市町村が連携しながら進めているところで
ございます。まずはここをしっかり行っていくことだ
と思っています。またそれぞれの自治体のなかで、い
ろいろな議論を行いながら様々な施策を行って、それ
ぞれが責任を持ちながら進めているものと、このよう
に考えているとこであります。私どもは、こういった
時に情報というものをいち早く掴まえていきながらそ
れを共有していき、そしてそれぞれのなかで考えてい
く環境を作っていく、これは大事なことだとこのよう
に考えているところでありまして、今までもそのよう
に進めてまいりましたし、今後もこのように取り組ん
でまいりたい、このように考えてございます。私から
は以上であります。
○議長松永征明君　　　次に、９番中田磨議員の発言
を許します。
　９番中田磨議員。
○９番中田磨議員君（登壇）　　　９番中田です。質
問通告２件行っておりますので順次質問をいたしま
す。
　１件目は議案第１号令和３年度釧路広域連合一般会
計予算についてです。
　１点目として市町村負担金の構成自治体の前年度比

較と一般分と補修分の構成比について質問いたしま
す。２点目としてごみ焼却手数料の小動物直接搬入分
の単価と予算額について伺います。
　２件目は議案第３号運営・維持管理事業（第Ⅱ期）
業務委託契約の締結に関する件です。１点目として債
務負担行為額の設定額と業者見積額と落札額の差額の
根拠について伺います。２点目として構成自治体の負
担の内訳についてそれぞれ答弁を求めます。また資料
要求についても作成いただきましてありがとうござい
ます。これも参考に今後質疑をしていきたいというふ
うに思います。
　質問通告に基づく質問は以上なんですけども、本日
の議員協議会で予算説明書内容の誤りが当日報告さ
れ、差し替えるということになりました。質問の根拠
に係ることになりますので、理事者においては議会に
対して今後しっかりと精査をした議案または説明資料
になるように求めて１回目の質問としたいと思いま
す。以上です。
○議長松永征明君　　　理事者の答弁を求めます。
　連合長。　
○広域連合長蝦名大也君（登壇）　　　釧路町中田磨
議員の質問にお答えいたします。
　私からは債務負担行為額などの差額の根拠について
のご質問にお答えをいたします。
　債務負担行為額ついては見積参加事業者より提出さ
れた見積提案図書を参考に設定したものでございまし
て、落札額につきましては債務負担行為額の確定後、
事業者が改めて詳細な積算を行って入札したものであ
りますので、そのなかで７億１千万円の差額が生じた
ということでありまして、これは根拠ではなくて結果
というふうに考えてございます。私からは以上であり
ます。
○議長松永征明君　　　事務局長。
○事務局長叶田洋一君（登壇）　　　私からは中田議
員の１回目の質問にお答えをさせていただきます。
　１点目です。市町村負担金の前年度比較、運営費と
基幹的設備改良工事費との構成比についてでございま
す。市町村負担金の前年度比較につきましては釧路市
が前年度より３億749万円増、釧路町は2,899万9千円
増、鶴居村で435万6千円増、白糠町で983万6千円増、
弟子屈町で752万9千円増、厚岸町で6,083万9千円増と
なっております。増額の要因は４カ年工事の２年次目
となる基幹的設備改良工事費の増によるものでござい
ます。
　次に広域連合運営費分と基幹的設備改良工事費分と
の各市町村の構成比でございます。釧路市は29％と
71％、前者が運営費、後者が基幹的設備改良工事費の
構成比です。釧路町は31％と69％、鶴居村は41％と
59％、白糠町は41％と59％、弟子屈町は37％と63％、
厚岸町は43％と53％となっております。
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　次に小動物直接搬入分の単価と予算額につきまして
答弁をさせていただきます。動物性残渣処理費、いわ
ゆる、小動物の死体を焼却処理する手数料は動物一体
10㎏まで1,571円で、10㎏超過毎に523円を加算して受
領しています。歳入予算の積算にあたりましては平均
的なエゾ鹿一頭あたりの重量を60キロとした上で処
理手数料4,186円を算出し、これに過去５年間の実績
を踏まえて480頭を乗じた額を予算に計上しておりま
す。
　次に運転維持管理業務委託における構成市町村の
負担についてでございます。15年間の市町村負担額
は釧路市が約90億2,900万円、釧路町が約10億6,100万
円、鶴居村が約２億1,000万円、白糠町が約３億8,200
万円、弟子屈町が約４億4,600万円、厚岸町が約５億
1,200万円の負担となります。私からは以上でござい
ます。
○議長松永征明君　　　９番中田磨議員君。
○９番中田磨議員君（登壇）　　　２回目の質問に入
りたいと思います。まず１件目の市町村負担金の関係
でありますけれども、令和２年と比較して事業の増に
より負担金が大きく増えているということになってい
ますけれども、まず一つは４年間の工事以降について
は一定額に収まっていく予算になるのか、そのへんの
見通しについて伺いたいと思います。それから、各自
治体の負担金を減らすための取り組みということで
は、どのようなことを実施されているのか伺いたいと
思います。それから、今回の資料の中の項目にありま
す、ごみ焼却手数料の釧路市、釧路町については、ご
みの搬入によって焼却手数料が入り負担が減額される
ということになっておりますけども、それ以外の構成
市町村についてはそういった項目がないのですけれど
も、その要因についてどのような考えになっているの
か伺いたいと思います。
　次、２点目の小動物の手数料の関係になりますけれ
ども、一つは清掃工場運転状況報告書のなかでバッチ
数が令和元年度と令和２年度の同時期の数字で299か
ら240に下がっているという資料も提出されている訳
ですけれども、更に解体で残った部分の焼却等も入っ
ているということで説明がありましたけれども、この
へんの状況についてどうなっているのか再度細かく伺
いたいと思います。更にバッチ数では鹿などの焼却が
増えているということでしたけれども、前年度比較で
バッチ数自体は減少しているということですけれど
も、この状況、要因について伺いたいと思っていま
す。また、頭数ではなくバッチ数ということで表記さ
れている訳ですけれども、今後増えていく予想の予算
になっているなかで、許容範囲といいますか受け入れ
の範囲というのが広域連合としての機能としてどう
なっているのか、現在の受け入れ状況との比較がどう
なっているのか伺いたいというふうに思います。

　次、２点目の委託契約締結関係でありますけれど
も、見積については落札業者１社ということになろう
かと思いますけれども、落札価格は結果と答弁であり
ましたけれども、そこの要因については具体的にどう
いったところが減額されたのか、総括的に減らされて
いるのか、その要因について伺いたいと思います。債
務負担行為については限度額を決めるものですから、
この範囲内で収まっているということは契約上ははっ
きりしているわけですけれども、１社による見積で２
段階の金額が出るということで、また随意契約という
状況でもありますから、このへんについて再度答弁を
求めたいと思います。
　２点目の構成自治体の負担の内訳については了解い
たしましたけれども、負担の割合については一定の固
定的な数字が出されている状況でありますので、この
点については今後変更等がありえるのかどうか、先ほ
ど梅津議員からの質問もありましたけれども、焼却量
が減る等の関係でそういった内容変更、負担割合の変
更等がありえるのか、その点について答弁を求めたい
と思います。また、今回Ⅰ期とⅡ期と境目となる契約
になる訳ですけれども、全体15年間を通じてⅠ期の委
託契約の金額とⅡ期の契約金額の増減率、額というの
がどのようになっているのか、その点について２回目
の答弁を求めたいと思います。
○議長松永征明君　　　理事者の答弁を求めます。
　連合長。　
○広域連合長蝦名大也君（登壇）　　　釧路町中田議
員の再度のご質問にお答えします。
　ご質問にもございましたように発注設計書の積算、
これは提出された見積提案図書を参考に全国都市清掃
会議の積算要領に基づいて行ったところでございま
す。そういった意味でこの見積図書を参考に設定をし
た訳でございます。その上で落札額について、結果と
いう事でご答弁させていただいたとこであります。一
般的にはそういったなかでの差というのは、事業者の
様々な努力であると、このように言われているところ
でございますけど、正にその結果がこの７億１千万円
の差額とこのように受け止めてございます。
○議長松永征明君　　　事務局長。
○事務局長叶田洋一君（登壇）　　　私から中田議員
の２回目のご質問にお答えをさせていただきます。
　１点目でございます。４年間工事がありまして、そ
の以後は一定額の水準に推移するのかどうかというご
質問でございます。基本的には工事に係る負担金につ
きましては工事が終了後なくなりますので一定水準で
推移することになります。一方で各市町村が工事費負
担用に借り入れした起債の償還金が発生しますので一
定額のご負担は構成市町村の方で広域連合負担金とは
別に必要になるということでございます。
　２点目です。各市町村の負担金を減らす努力をして
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いるのか、どういうものがあるのかというご質問でご
ざいます。私ども運転管理のなかで負担金を圧縮でき
るものとしては売電がございます。私どもは極力、売
電収入を高めるように運転管理の円滑化を図りながら
事業者と日々情報共有をしながら協力して進めている
ところでございます。
　３点目です。焼却手数料による負担減が釧路市と釧
路町のみで、他の市町村はどうなのかということでご
ざいます。これにつきましては釧路市と釧路町のみが
住民の直接搬入が可能という状況になってございます
ので、制度上、焼却手数料を還元し負担減になるのは
釧路市と釧路町ということでございます。
　それから小動物の関係でございます。鹿の受け入れ
につきましては季節変動が大きく冬期間は冷蔵庫を増
強して一時保管をしながら長期間をかけて処理を行っ
ているのが現状でございます。増加傾向にございます
けれども適正な処理に努めているところでございま
す。
　次に今後の負担の割合については変化があるのかど
うかというご質問でございました。負担割合は毎年度
の実績ごみ量割から算出して、それを次年度の予算に
反映させていただいておりますので、先ほどの処理単
価の固定化の話とは別に、それぞれの市町村がごみを
減らすことによって、ごみ量割に反映して広域連合の
負担金を減らすことに繋がるというふうに認識をして
いるところでございますので、なお一層ぞれぞれの市
町村で減量に取り組んでいただければと考えていると
ころでございます。
　それから、Ⅰ期とⅡ期の金額の差ということでござ
います。第Ⅰ期事業につきましては、契約当初の金額
で比較をさせていただきますと税抜きで99億8千万で
ございます。第Ⅱ期事業が今回提案させていただいて
おります116億4千万でございます。従いまして差額16
億6千万という状況でございます。税抜きの数字でご
ざいます。私からは以上でございます。
○議長松永征明君　　　９番中田磨議員君。
○９番中田磨議員君（登壇）　　　３回目の質問とさ
せていただきますが、まず一つは市町村負担の関係で
ごみ量ということが基準になっているということは承
知をしている訳ですけれども、例えば燃焼の温度の関
係も含めて広域連合では様々な手を打たなければいけ
ないという状況にあるということも、この間報告がさ
れている訳であります。そういった意味ではごみ質に
よる調整等が入っていく要素がないのか、例えば水分
が少ないごみを相対として出している自治体について
は調整率をかけるとか、そういった努力を今後も更に
高めていく、単なるトン数だけの削減は分かりやすい
数字ではあるのかもしれませんけれども、今後の自治
体での取り組みを推進する上でも、ただ来たから燃や
すということではなく、どういうような焼却施設にし

ていくかということもやっていかなければならないん
ではないかと考えるところでもあります。そういった
点でどういう考えを持っているかということで１点目
を質問したいと思います。
　次に小動物の関係で答弁がちょっと無かったかなと
思いますけれども、受け入れのキャパは確か500バッ
チと以前書いてあったかもしれませんけれども、現状
の受け入れ状況と更に増加を見込まれるということで
あれば、その許容範囲を超える場合が出てきた時の対
応も含めて推移をしっかりと考えて調整していくべき
ですけれども、その点についてまず上限がどの位あっ
て現状の到達と改善、また場合によっては小動物の焼
却施設を増設しなければならないような大掛かりなも
のも起こりえるのかどうか、そういった想定もされて
いるのか答弁を求めたいというふうに思います。
　２点目の委託契約関係でありますけれども、業者の
努力という答弁ではありましたけれども、こういう答
弁であればやはり適正価格といえるのかという判断に
ついては私自身はちょっと判断が出来ない、そういっ
た回答だというふうに言わざるを得ません。そうした
意味では議案３号についても、やはり納得できかねる
と言うことを発言しておきたいというふうに思いま
す。以上３回目の答弁を求めて質問を終わります。
○議長松永征明君　　　理事者の答弁を求めます。
　事務局長。　
○事務局長叶田洋一君（登壇）　　　私から中田議員
の３回目のご質問にお答えをさせていただきます。
　１点目でございます。ごみ質の調整ということで水
分の調整率等を加減できないのかどうかというご質問
でございます。私どもも独自で事業系ごみの調査を一
昨年実施させていただきまして広報活動を進めさせて
いただきました。このなかで水分をぎゅっとひと絞り
することによって約10％減量ができるということをお
示しをさせていただいております。ごみの水分を落と
すことによって排出量である重さが減る。従って焼却
処理費用の軽減効果がありますというようなことをお
話をさせていただいていることと、あわせてごみが燃
えやすくなることで清掃工場の発電量が増え、処理費
用が安くなりますよというお話もさせていただいてお
ります。こういうような観点でなお一層水切り運動を
進めていきたいと思っているところでございます。
　それから小動物専焼炉の関係でございます。増えて
いる一方のなかで上限バッチ数はあるのかどうかとい
うご質問でございました。実態として週３回程度、１
日に２バッチ小動物専焼炉を使っているところでござ
います。しかし鹿が入るのは当然ながら季節変動がご
ざいますので、いっぺんに入る時期、まったく入らな
い時期というのがございます。こういうことも含め
て、先ほども冷蔵庫のお話をさせていただきましたけ
れども、大きな冷蔵コンテナを外に配置させていただ
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いて何十頭かストックするような形にしており、季節
変動を見ながら搬入の少ない時期に焼却処理をしてい
るところでございます。
　３点目、委託契約については適正価格であったのか
どうかというお話でございました。私ども予定価格を
設定する前段に債務負担行為額のなかで発注設計書の
積算を行っております。その積算につきましては全国
都市清掃会議という全国組織がございまして、これは
焼却施設のことについて研究をしている、あるいは、
助言をしている団体でございますけれども、ここから
でている積算要領というのがございまして、これに基
づいて発注設計書を作成し予定価格を設定させていた
だいておりますので、私どもとしては委託費につきま
しては客観的な適正価格だというふうに認識している
ところでございます。私からは以上でございます。
　
○議長松永征明君　　　以上をもって質疑並びに一般
質問を終結いたします。

　議案第１号ほか２件討論省略
○議長松永征明君　　　議案第１号から第３号までの
以上３件について討論の通告がございませんので、討
論を終結し直ちに採決に入ることにご異議ございませ
んか。
　〔「意義なし」と呼ぶ者あり〕
○議長松永征明君　　　ご意義なしと認めます。
　よって、直ちに採決を行います。

　議案第１号表決（可決）
○議長松永征明君　　　はじめに、議案第１号令和３
年度釧路広域連合一般会計予算を採決いたします。
　本案を原案可決と決することに賛成の議員の起立を
求めます。
　〔起立多数〕
○議長松永征明君　　　起立多数と認めます。
　よって、本案は原案可決と決しました。

　議案第２号表決（可決）
○議長松永征明君　　　次に議案第２号釧路広域連合
広域計画変更に関する件を採決いたします。
　本案を原案可決と決することに賛成の議員の起立を
求めます。
　〔起立全員〕
○議長松永征明君　　　起立全員と認めます。
　よって、本案は原案可決と決しました。

　議案第３号表決（可決）
○議長松永征明君　　　次に議案第３号運営・維持管
理事業（第Ⅱ期）業務委託契約の締結に関する件を採
決いたします。

　本案を原案可決と決することに賛成の議員の起立を
求めます。
　〔起立多数〕
○議長松永征明君　　　起立多数と認めます。
　よって、本案は原案可決と決しました。

　閉会宣告
○議長松永征明君　　　以上をもって今議会の日程
は、すべて終了いたしました。
　令和３年第１回釧路広域連合議会２月定例会は、こ
れをもって閉会いたします。
　大変ご苦労さまでした。

午後３時11分　閉会
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地方自治法第１２３条第２項の規定によりここに署名する。

釧路広域連合議会　議　長　松　永　征　明

　　　同　　　　　議　員　音喜多　政　東

　　　同　　　　　議　員　森　　　　　豊
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令和３年第　1　回釧路広域連合議会　2　月定例会議決結果表
会　期　自　令和３年２月22日

至　令和３年２月22日
（　1　日間）

釧路広域連合議会議長　松　永　征　明

議会に報告されたもの

報告年月日

３．２　．22

〃

提 出 者

監査委員

　 〃 　

報告番号
釧 広 連 監
報告第１号
釧 広 連 監
報告第２号

件　　　　　　　　　　　　名

釧路広域連合監査報告書

例月現金出納検査報告書

報告結果

報告完了

〃

議決年月日

３．２　．22

〃

〃

提 出 者

連 合 長

　 〃 　

　 〃 　

議案番号

議案第１号

議案第２号

議案第３号

件　　　　　　　　　　　　名

令和３年度釧路広域連合一般会計予算

釧路広域連合広域計画変更に関する件

運営・維持管理事業(第Ⅱ期)業務委託契約の締結に関する件

議決結果

原案可決

〃

〃
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２/22　
（月）

２　/22
（月）

18番　梅　津　則　行
　　　　（釧路市）

９番　中　田　　　磨
　　　　（釧路町）

1

２

１　議案第１号　令和３年度釧路広域連合一般会計予算
２　議案第３号　運営・維持管理事業（第Ⅱ期）業務委託契約の締結に

関する件
３　釧路広域連合地球温暖化対策実行計画

１　議案第１号　令和３年度釧路広域連合一般会計予算
⑴　市町村負担金の構成自治体の前年度比較と一般分と補修分の構成

比
　⑵　ごみ焼却手数料の小動物直接搬入分の単価と予算額
２　議案第３号　運営・維持管理事業（第Ⅱ期）業務委託契約の締結に

関する件
　⑴　 債務負担行為額の設定額と業者見積額と落札額の差額根拠
　⑵　 構成自治体の負担の内訳

順位 月 日 議席番号・発言議員 通　　　　告　　　　内　　　　容

令和３年第　1　回釧路広域連合議会　2　月定例会　質疑・一般質問通告一覧表
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曜

月

年　月　日

3．２　．22

区　　分

本 会 議

会　期

1

内　　　　　　　　　　　　　　　容

開会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　13：58～15：11

会期の決定

広域連合長の発言

提案説明

質疑・一般質問

表決

閉会

令和３年第　1　回　2　月定例会議事経過





釧路広域連合議会会議録

令和３年第　1　回２月定例会

　 　 　
令和３年３月発行

編集・発行　釧路広域連合議会事務局

印　　　刷　株式会社 藤 プ リ ン ト

〒085－0807　北海道釧路市高山30　－　1　
電　話（0154）92－2002

電　話（0154）22－9311


